
 

 

 

 

 

 

 

  

令和 6 年度 

豊田市市民活動 

促進補助金募集要領 

はじめの 

一歩を 

ふみだそう！ 

令和 6 年 3 月１日（金） 
～令和 6 年 3 月２3 日（土） 

 

申請期間 

新たな 

事業へ 

チャレンジ！ 

活動を 

ステップ 

アップ！ 

★前年度より早くなりました！ 
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市民活動（※）は、社会に向けた公益的な活動（社会貢献活動）であり、豊田市が「市民

と行政の共働によるまちづくり」を目指すうえで、まちづくりの大きな力となります。 

こうした市民活動がさらに活発になるため、市民活動団体に対し、団体活動の自立及び活

性化、市民活動の拡充、市民活動に対する市民理解の増進を図るための取組みや事業に補助

金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の趣旨 P.1 

（２）対象団体 P.2 

（３）対象経費 P.2 

（４）補助対象期間 P.2 

（５）申請期間 P.2 

（６）募集内容 P.3 

（７）申請書類 P.4 

（８）申請方法 P.5 

（９）審査 P.5~6 

（10）全体の流れ P.7 

（11）申請書記入例 P.8～14 

（12）申請に関するＱ＆Ａ P.15 

（13）特定非営利活動促進法に掲げる分野の市民活動一覧表（参考） P.16 

－ 目 次 － 

（1）制度の趣旨 
 

※「市民活動」とは、営利を目的とせず、市民が自主的に行う公益的な活動であって、
その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。（豊田市市民活動促進条例第２条

より） 
 ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする 

活動 
 イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを目的とする活動 
 ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職を 

いう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは 
公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と 
する活動 

 エ 公共の利益を害する行為をする恐れのあるものの活動 
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次に掲げる要件の全てに該当すること。 

（１）豊田市内で特定非営利活動促進法に掲げる分野（16 ページ参照）に関する市民活

動を行っている、または始めようとする市民活動団体で、その形態は、任意団体、

特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人も含む）、一般社団法人及び公益社

団法人。ただし共益活動のみを行う団体は除く。 

（２）会員５名以上で構成されている団体 

（３）政治活動、宗教活動を目的としていない団体 

（４）暴力団でない団体、暴力団員が役員となっていない団体かつ暴力団又は暴力団員 

   と密接な関係を有しない団体 

（５）その他、対象部門ごとに定めた要件 

 

 

補助対象となる主な経費 

人件費 給料・賃金 等 

報償費 講座、講演会等における講師への謝礼 等 

旅費・交通費 活動及び研修に参加する際の交通費、宿泊費 等 

消耗品費 コピー代、事務用品（用紙・インク・文具等）、材料費 等 

燃料費 ガソリン代 等 

印刷製本費 
チラシ、ポスター、リーフレット等の印刷 
冊子作成のための製本費 等 

通信運搬費 通信費（電話代、切手代、郵送代）  

保険料 ボランティア保険、レクリエーション保険 等 

使用料 会場使用料（交流館等）、物品等のレンタル料 等 

備品購入費 備品購入 ※税込 20,000 円／個 以上の物品 

負担金 研修参加費、受講料 等 

その他 上記、各費目以外に必要な経費 

※食糧費は対象となりません。 

 

 

 

 令和 6 年６月１日（土）から令和 7 年３月３１日（月）まで（単年度補助） 

ただし、「交付決定前着手承認申請書（様式第２号）」を提出した場合は、承認決定日から。 

 

 

  令和 6 年 3 月１日（金）から令和 6 年 3 月 23 日（土）まで 

 

（2）対象団体（申請できる団体の条件） 
 

（3）対象経費 
 

（4）補助対象期間 
 

（5）申請期間 
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豊田市市民活動促進補助金には「はじめの一歩部門」「活動ステップアップ部門」「新規事

業チャレンジ部門」の３つの部門があります。 

 

①はじめの一歩部門（立上期）            

目的 立上期における市民活動の自立を図るため 

設立年数 ５年未満（申請時点で） 

補助期間 ２か年（１団体１回限り）※１年ごとの申請が必要 

限度額等 
１年目：１０万円以内（補助率：10／10） 

２年目：５万円以内 （補助率：10／10） 

  

②活動ステップアップ部門（継続期）        

目的 市民活動の継続と活性化、団体の自立強化、市民理解の増進を図るため 

設立年数 ３年以上 

補助期間 ２か年（１団体１回限り）※１年ごとの申請が必要 

限度額等 
１年目：２０万円以内（補助率：２／３） 

２年目：１０万円以内（補助率：１／３） 

  

③新規事業チャレンジ部門（発展期）         

目的 新しい課題に対する取組みを支援するため 

設立年数 ５年以上（複数団体による申請の場合は代表申請団体について） 

補助期間 ３か年 または ２か年（同一事業１回限り）※１年ごとの申請が必要 

限度額等 
３か年の場合全体で６０万円以内、２か年の場合４０万円以内 

（補助率:２／３） 

 

 

(留意事項) 

・ 同一年度に複数部門の申請はできません。 

・ 補助期間終了後 1 年を経過しなければ他部門への申請はできません。 

・ 補助金額は、千円未満の端数を切捨てします。 

・ 他補助制度との併用申請は、経費を区分してください。重複補助はできません。補助金

によっては、併用申請自体を認めていないものもありますので申請補助金の制度をご

確認のうえ、申請をご検討ください。 

 

 

（6）募集内容 
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 網かけ（色付き）の部分が申請時に必ず必要な書類です。 

 「豊田市市民活動促進補助金交付決定前着手承認申請書」は交付決定日（６月１日）よ

り前の活動経費を申請する場合のみ必要です。 

 様式欄に「〇」とあるものは、指定様式です。豊田市ホームページ「令和 6 年度豊田市

市民活動促進補助金」からダウンロードして下さい。他は任意の様式をご使用ください。 

 

①はじめの一歩部門 様式 記入例 

１ 豊田市市民活動促進補助金交付申請書  〇 P.8 

２ 団体調書 〇 P.9,P.10 

３ 規約、会則または定款   

4 団体の事業計画書 ※Ａ４用紙２枚以内   

5 団体の収支予算書  P.13 

6 市民審査員届出書 〇 豊田市 HP 

7 豊田市市民活動促進補助金交付決定前着手承認申請書 〇 P.14 

8 備品の金額がわかる資料（見積書等）※２万円以上の備品購入の場合   

 

②活動ステップアップ部門 様式 記入例 

１ 豊田市市民活動促進補助金交付申請書  〇 P.8 

２ 団体調書 〇 豊田市 HP 

３ 規約、会則または定款   

4 団体の事業計画書 ※Ａ４用紙２枚以内   

5 団体の収支予算書  P.13 

６ 前年度の活動実績報告書 ※Ａ４用紙２枚以内   

７ 豊田市市民活動促進補助金交付決定前着手承認申請書 〇 P.14 

８ 備品の金額がわかる資料（見積書等）※2 万円以上の備品購入の場合   

 

③新規事業チャレンジ部門 様式 記入例 

１ 豊田市市民活動促進補助金交付申請書  〇 P.8 

２ 団体調書 〇 豊田市 HP 

３ 規約、会則または定款   

4 団体の事業計画書 ※Ａ４用紙２枚以内   

5 団体の収支予算書  P.13 

６ 前年度の活動実績報告書 ※Ａ４用紙２枚以内   

７ ３か年・２か年事業計画説明書 〇 P.11,P.12 

８ 新規事業収支予算書（※当該補助金のみの収支予算書）   

９ 豊田市市民活動促進補助金交付決定前着手承認申請書 〇 P.14 

10 備品の金額がわかる資料（見積書等）2 万円以上の備品購入の場合   

（7）申請書類 
 

★年間計画や事業ごと

の企画書等 

事業の目的・日時・場

所・内容・対象・期待

される効果等記入 

★事業の日時・場所・

内容・参加者数・写

真・効果等記入 
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あいち豊田市電子申請・届出システムにてご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

豊田市ホームページ「令和 6 年度豊田市市民活動促進補助金」にも URL があります。

不備のある場合は受け取りができない場合もございますので、期限に余裕を持ったご提出

をお願いします。また、補助金交付決定団体は、提出された書類のうち、団体調書（会員

名簿と担当者連絡先を除く）・新規規事業チャレンジ部門については、３か年・２か年事

業計画説明書を市ホームページで公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

二次審査（公開プレゼンテーション）について 

・１団体につき公開プレゼンテーション５分程度、質疑応答５分程度の予定です。 

・発表資料は、パワーポイント（横向き推奨）で作成をお願いします。枚数は原則８枚以

内です。発表資料は令和 6 年５月１4 日（火）までに、とよた市民活動センターメール

（tec@city.toyota.aichi.jp）までご提出ください。 

・審査会には、包括連携協定締結企業等にも参加を呼びかける予定です。 

 

審査会 

審査は、市民活動促進委員会会長が指名する委員及び委員以外の者５名以内で構成された

「豊田市市民活動促進補助金審査会」で行います。はじめの一歩部門のみ、二次審査に市民

審査員を選出し審査会と共に審査を行います。 

※はじめの一歩部門の市民審査員の選出について 

・ 団体の会員から、二次審査発表者とは別の会員を審査員として１名選出してください。 

 市民審査員の投票点は２点あり、良いと思った団体に１点ずつ投票いただきます。 

 市民審査員が選出できなかった団体は、二次審査発表者と兼ねることができるとします

が、その場合は、投票点のうち１点減点し自団体へは投票できません。 

 市民審査員は審査会途中での交代はできません。 

（8）申請方法 
 

（9）審査 
 

一次審査

二次審査

審査会による書類審査 ※団体出席不要 

結果通知は令和 6 年 4 月下旬頃 

公開プレゼンテーション ※一次審査通過団体は要出席 

令和 6 年 5 月 18 日（土）10：30～17：00（予定） 

➀はじめの一歩部門提出フォーム ②活動ステップアップ部門提出フォーム ③新規事業チャレンジ部門提出フォーム 
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審査項目及び審査基準 

審査会審査員の審査基準及び評価基準は、下表のとおりです。 

審査会の評価は、下表の各審査項目に対し、審査基準及び評価基準を用いて行われます。 

審 査 項 目 審 査 基 準 

はじめ

の一歩

部門 

活動ス

テップ

アップ

部門 

新規事

業チャ

レンジ

部門 

課題認識 

(配点：５点) 

・団体の活動目的･目標が明確となっている。 

※ 特定の個人や団体の利益、趣味や娯楽が

主目的の活動、会員相互の親睦活動になっ

ていないか。 

5 5 5 

資金 

(配点：５点) 

・団体の自主的な財源を確保しようとしている。

（会費・参加費等） 
5 5 5 

継続性 

(配点：５点) 

・団体の組織的な活動ができる体制（役割、担

い手、会員数等）が整っている。 

・適正な事業計画が作成されている。 

5 5 5 

組織強化 

(配点：５点) 

・団体の組織強化への取組が明確になっている。 

・必要な資源（人・モノ・情報）の確保に向けた

方針や、計画が明確である。 

 

 5 5 

実現性 

(配点：５点) 

・新規事業に対する３年または２年後の目的と

目標が明確になっている。 

・新規事業の３か年または２か年計画ができてい

る。 

 

 

 

 
5 

 合計 15 点 20 点 25 点 

・審査項目に対し、下記の評価基準を用いて評価します。 

大変良く 

当てはまる 

良く 

当てはまる 
当てはまる 

まあまあ 

当てはまる 

ほとんど 

当てはまらない 

５ ４ ３ ２ １ 

 

補助対象基準点 

はじめの一歩部門 １０点（審査会の評価点と市民審査員の投票点の合計点） 

活動ステップアップ部門 １２点（審査会の評価点） 

新規事業チャレンジ部門 １５点（審査会の評価点） 

・ 補助対象基準点は上表のとおりです。ただし、全ての審査項目が２点以上であることと

します。 

・ 補助金予算額内において、補助対象基準点に達している団体の上位から順に補助団体を

決定します。 

＋市民審査員の得票点 
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日付 内容 

令和６年 2 月 3 日（土）  

10：30～12：00 

 

令和６年２月 21 日（水） 

10：30～11：30 

事前説明会 

令和 6 年度豊田市市民活動促進補助金の申請を考えている団体

を対象に申請書の書き方や全体の流れを募集要領に沿って説明

します。（2/3（土）のみ令和 5 年度交付決定団体と交流会あり。） 

個別相談も随時受付中 

 

 

 

 

 

令和 6 年 3 月 16 日（土） 

13：30～ 

令和 5 年度補助金交付団体による成果発表会 

（上の QR コードからお申込み下さい） 

令和 6 年 3 月 1 日（金）～

3 月 23 日（土） 

申請期間 

あいち豊田市電子申請届出システムにて提出 

（詳細は P.5 申請方法を参照） 

4 月下旬頃 

 

一次審査結果通知 

令和 6 年 5 月 14 日（火） 

 

二次審査資料の提出 

PowerPoint を市民活動センターのメールに添付し提出 

令和６年５月 18 日(土) 

10：30～17：00 予定 

二次審査（公開プレゼンテーション） 

一次審査通過団体は要出席 

1 団体：発表 5 分＋質疑 5 分 

令和 6 年 6 月 1 日（土） 

 

補助決定 

令和 6 年 6 月 1 日（土） 

10：30～11：30 

補助決定団体説明会 

令和 6 年 7 月中旬 補助金支払  

（団体名義の口座が必要） 

事業終了 30 日以内又は   

令和 7 年 4 月 10 日の早い

期日 

実績報告書提出 

様式等別途通知 

令和 7 年 3 月頃 

 

成果発表会 

（翌年度申請しない団体のみ） 

 

※場所はいずれもとよた市民活動センター 

（10）全体の流れ 
 

事前説明会・個別相談・成果発表会 

こちらの QRコードからお申込み下さい。 



- 8 - 

 

対象部門を記入 

 

 

様式第１号（第２０条関係） 

令和 6 年 3 月 10 日 

豊田市長 様 

（取扱い：とよた市民活動センター） 

（申請団体） 所在地 

 

豊田市若宮町１丁目５７番地１ 

  

団体名 市民活動の会 

 

（フリガナ） 

代表者氏名 

      ﾄﾖﾀ  ﾊﾅｺ 

会長   豊田 花子  

 

代表者の 

生年月日 

 

昭和４０年１２月１日 生 

 電話番号 （０５６５）３６－１７３０ 

 

  令和 6 年度豊田市市民活動促進補助金交付申請書 

 

令和 6 年度において市民活動を行いたいので、豊田市市民活動促進補助金交付要綱第

２０条の規定により、次のとおり申請します。 

 

補助対象部門 はじめの一歩部門 １年目 

補助金交付申請額 金１００，０００円 

市民活動の目的 
「共働によるまちづくり」を推進し、 

市民活動の促進を図るため 

市民活動の内容 
活動の場の提供、情報管理提供、啓発事業、相談事業、研修

事業、資金サポート事業、連携促進事業 

協働する団体 

※第 1５条「協働事

業」の場合に記入 

 

添付書類 

（１）団体調書 

（２）規約、会則等 

（３）事業計画書 

（４）収支予算書 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 

★肩書を記入。また、定款・

規約と同様の役職名を記入。 

★忘れずに記入 

★法人等の場合は、 

正式名で記入 

記入例 

対象経費に補助率を乗じた

金額又は、限度額を記入 

（11）申請書記入例 
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★会員が 5 名以上でなければ申請ができません。 ★定款・規約と同様の役職名を記入してください。 

 
団体調書【はじめの一歩部門】 

（１）団体概要 

団体名 市民活動の会 
HP 等 

URL 

とよた市民活動情報サイ

ト 

団体種別と 

設立年月 

□NPO 法人（   年  月） 

□その他法人（   年  月） 

■任意団体 （令和 3 年 5 月） 

活動分野 

3 まちづくりの推進 

 

代表者名 
役職名：会長 

氏 名：豊田 花子 
会員数 8 名 

団体連絡先 

（申請担当者） 

役職名：会計   

氏 名：花田 豊男 

住 所：〒471-8501 

豊田市西町３丁目 60番地 

※こちらの連絡先に今後のお知ら

せ等をご連絡いたします。 

Tel 0565-36-1730 

FAX 0565-34-0015 

e-mail tec@city.toyota.aichi.jp 

（２）会員名簿 

※会員が５人

以上の場合は、

別に名簿を添

付してくださ

い。 

氏名 役職名 住所 生年月日 

豊田 花子 会長 豊田市～ 昭和○○年○月○日 

○○ ○○ 副会長 豊田市～ 昭和○○年○月○日 

花田 豊男 会計 豊田市～ 平成○年○月○日 

○○ ○○ ○○ 豊田市～ 平成○年○月○日 

○○ ○○ ○○ 豊田市～ 昭和○○年○月○日 

 

 

（３）団体の活動目的 

活動の目的・目

標 

 

目的：「共働によるまちづくり」を推進し、市民活動の促進を図る 

目標：子どもからシニアまで誰もが活躍し、まちづくりの担い手となるこ

とを目指し、方針を 3 つ掲げている。①市民が市民活動を知る・参加する

きっかけづくりをする②市民活動団体が、活動を継続・発展させるための

支援をする③市民活動支援拠点連携・コーディネート機能の強化 

活動の内容・活

動実績 

 

・ 情報管理提供）広報紙の発行（年 6 回） 

・ 啓発事業）対話の場づくり（年 4 回） 

・ 啓発事業）つながる博プラスの開催（7～11 月） 

・ 相談事業）NPO 運営相談（年 8 回） 

・ 研修事業）団体向けスキルアップ講座の開催（年 4 回） 

・ 連携促進事業）交流会の開催（年 3 回） 

（指定様式） 

記入例 

★P.16 の市民活動一覧表を参考に 

★団体の紹介 
何を目的に、何を
目指しているのか
を記入 

★どのくらいの頻度で
何をしているのか記入 
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※豊田市のホームページ「豊田市市民活動促進補助金」に昨年度の採択団体の資料を掲載しています。 

（４）補助金の使用使途と活用する活動・事業内容など 

補助金の使用使途、補助金を活用して行う活動を具体的にすべて記入してください。 

印刷製本費 ○○円（団体紹介リーフレットの作成） 

活動への想いや写真等を入れたリーフレットを作成。5,000 部印刷予定。 

今まで活動紹介は口頭での説明だったが、イベント来場者等に活動をより理解してもら

うことでの会員の増加や、企業等からの寄附を募る際の PR として使用することで寄附

の増加を目指すことが目的。 

備品購入費 ○○円 （プロジェクター 1 台） 

現在○○講座で施設にプロジェクターを借りて実施している。しかし実施会場が限られ

てしまうため、自団体で購入することで場所を変え広く多くの方に活動を PR し、活動を

拡大していきたいため。 

 

 

 

（５）審査項目毎にアピールしたいこと 

【課題】 

・社会課題に対して、団体

の活動目的が明確となっ

ているか。（趣味や娯楽、

特定の個人や団体の利益

が目的となっていないか） 

予測困難な時代において、ステークホルダーの多様化、情報量

の増加等により社会課題が複雑化し解決が困難になっているこ

とを当団体では社会課題ととらえて活動している。課題解決の

ためには、多様な主体がネットワークを作り、総合知を活用す

る必要があると考え、誰もが活躍できる「共働によるまちづく

り」を推進と社会課題を解決する市民活動の促進を目指してい

る。 

【資金】 

・団体の自主的な財源を

確保しようとしているか

（会費・参加費等）。 

会員からの会費 

企業からの寄附 

講座ごとの参加費 

【継続性】 

・団体の組織的な活動が

できる体制が整っている

か。 

・適正な事業計画が作成

されているか。 

月に 1 度、ミーティングを実施し、それぞれの事業の進捗状況

を話し合ったり、購入する備品について会員で話しあったりし

て決定している。事業計画については会員で意見を出し合い、

それぞれの役割とスケジュールを決め、誰かひとりに負担が集

中しないように工夫している。 

 

 

 

 

 

 

   Ａ４用紙２枚以内で記入 

記入例 

★備品購入や、イベント実施の必要性や、補助金を使うことでどのような効果が期待できるのかを
記入してください。講師謝礼の場合は、講座の目的・内容・期待する効果など。消耗品・備品購入の
場合は、購入予定物品の名称・使用目的、期待される効果など。 

★収支予算書と整合性が取れるように記入してください。 

★自団体が活動することでどんな社会が実現す
るのか、どのような社会を目指しているのか。 
具体的な数値やデータ等もあれば、使用しなが
ら何を課題として活動しているのか等を説明し
て下さい。 

★補助金は一時的な財源です。 
補助金がなくても活動が継続できそうか等が審査の基準です。 

★1 人の活動になっていないか、どのような役割分担になっているか、
会員の意見をどのように聞き、反映しているかなどを具体的に記入し
てください。 

記入例 
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（指定様式） 

 

３か年・２か年事業計画説明書【新規事業チャレンジ部門】 

（団体名： 市民活動の会 ） 

（１）新規事業の名称 
まちづくり担い手育成事業 

（２）新規事業実施のきっかけ 

※申請する新規事業を行うことに至った動機やこれまでの経緯等を記入。 

複雑化する社会課題を解決するには、多様なステークホルダーがネットワークを作り、総合

知（集合知）を活用し共働する必要がある。また、そのための人材育成の場が必要である。

当団体では昨年度から、多様な主体のネットワークづくり場の運営をしているが、現状の方

法は対話の場としての効果は高いが、共創を生み出すことが難しい。多様な主体による共働

のまちづくりの推進を実現するためには、共働を生む長期的な場と仕掛けづくり場、そのた

めの人材育成の場が必要である。 

（３）新規事業の目的、期待できる効果、３年後または２年後の目標 

※申請する新規事業によって、何を目指し、何が期待できるのかを記入。 

目的：まちづくり事業の実践を通したつなげる人材の育成と共働によるまちづくりの実現 

効果：まちづくりを担う人材が育ち、共働によるまちづくりが実現 

1 年目：共働によるまちづくり機運を高めるため、共働を生む土壌となる場や機会の提供。 

多くの人に周知し、事務局人材を集め育成する 

2～3 年目：育成した事務局人材による運営事務局が主体となり、まちづくり担い手育成事業

を通して多様な主体による共働のまちづくりを実現 

4 年目以降：寄付や参加費で自立した持続的な運営を目指す。 

（４）新規事業の内容 

※申請する新規事業の実施方法、対象者、実施時期、場所、回数、市民への周知方法、

参加予定人員等を含め、その内容を具体的に記入。 

実施方法： 

１年目：多くの人に周知するプレイベントを実施し、事務局になる人材の発掘・育成 

２・3 年目：事務局を中心にまちづくり担い手育成事業（連続 6 回講座）の実施 

内容：参加者は解決したい課題ごとにチームに分かれる。チームで解決のための事業を実施

する半年のプロジェクト。 

対象者： 企業・行政・NPO・市民 

実施期間：6 月・1 月 

場所：スカイホール豊田 or 青少年センター 

市民への周知方法： まちづくりの担い手になりそうな方に直接声かけ 

参加予定人数：30 人／事務局 10 人 

記入例 

★どのようなことから、新規事業の必要性を感じたのか、 
現状や課題を記入。 

★申請する新規事業によって、何を目指し、何が期待できるのかを記入。 

★申請する新規事業の実施方法、対象者、実施時期、場所、回数、市民への周知方法、参加予定
人員等を含め、その内容を具体的に記入。 
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○ 実施上の工夫（※目的達成のため、特に創意工夫する点を記入。） 

 全 6 回の講座（プロジェクト）では参加者だけでなく、設定した社会課題に関係する様々

な人を巻き込みながら、様々な方とつなぐ（コーディネート）を体験しながら、一緒に

課題を解決していく。 

・ 参加者のそれぞれの強み・得意をどのようにまちづくりに生かすかを考えるきっかけと

し、3 年で自立した運営を目指す。 

○ １年目の計画 

まちづくり担い手育成は全 6 回の連続講座が目標

だが、1ｄａｙイベント（プレイベント）を年に 2

回実施する。 

6 月のプレイベント：第 1 回のプレイベントで事

務局になりそうな人材を発掘 

1 月のプレイベント：第 2 回のプレイベントでは、

6 月に一緒にやりたいといってくださった方と一

緒に企画し運営する。 

○ 補助申請額 【250,000 円】 

○ 補助金の使途（科目、支払額等） 

講師謝礼：230,000 円（2 回分） 

会場費：20,000 円（2 回分） 

 

○ ２年目の計画 

１年目に育成した事務局人材による運営事務局が

主体となり、まちづくり担い手育成事業第 1 期（全

6 回連続の連続講座／半年にわたるプロジェク

ト）を実施 

 

同時に自立して運営ができるように参加企業から

寄附を募る。 

○ 補助申請予定額【250,000 円】 

○ 補助金の使途（科目、支払額等） 

講師謝礼 ：200,000 円 

会場費：50,000 円 

 

○ ３年目の計画 

第 1 期事務局メンバーがサポートしながら、第 1

期に参加した方を中心に事務局メンバーを再構

成。育成した事務局人材による運営事務局が主体

となり、第 2 期まちづくり担い手育成事業を実施。 

 

参加費・寄附で持続的な運営ができるようにする 

○ 補助申請予定額【50,000 円】 

○ 補助金の使途（科目、支払額等） 

会場費：50,000 円 

 
   Ａ４用紙２枚以内で記入 

記入例 

★1 年目の具体的な計画を記入。次年度に
向けどのような準備をするのか等を記入。 

★2 年目の具体的な活動計画を記入。 
1 年目の活動をどのように 2 年目につな
げ、その次の年度につなげるためにどの
ような活動をするかを記入。 

★3 年目の具体的な活動計画を記入 
2 年目の活動を 3 年目にどのようにつな
げ、その後はどのような活動を想定して
いるか等を記入。 
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（任意様式）  
 

 

 

令和 6 年度 【 市民活動の会 】 収支予算書 

会計年度  令和 6 年４月１日～令和 7 年３月３１日 

 

 

収入の部    

科目 内訳 予算額 備  考 

会費 
正会員 7,000 1,000 円×7 人 

賛助会員 3,000 1,000 円×3 人 

事業 参加費 2,000 100 円×5 人×4 回開催（自主事業） 

補助金 促進補助金 100,000 豊田市市民活動促進補助金 

寄附 (株)○工業 70,000  

補助金収入※２ 繰越金 700 昨年度からの繰り越し 

収入合計※１   182,700   

 

支出の部 
   

科目 ※３ 内訳 予算額 備  考 

報償費 講師謝礼 10,000 
【促進補助金対象経費】 

講座 6/20 講師謝礼：1 名 

旅費・交通費 視察交通費 40,000  

消耗品費 消耗品代 30,000 
【促進補助金対象経費】 

文具、コピー用紙等 

印刷製本費 印刷費 36,000 

【促進補助金対象経費】 

リーフレット 2500 部印刷費、チラシ

印刷 

通信運搬費 通信費 16,700  

備品購入費 備品購入 50,000 
【促進補助金対象経費】 

○○購入 

支出合計 ※１   182,700   

※１ 収入合計と支出合計が同額になるように作成してください。 

※2 市民活動促進補助金以外に補助金や助成金を受けている場合は、必ずご記入ください 

※3 科目は「募集要領」2 ページをご覧ください。 

記入例 

★促進補助金対象経費が分かるように記入 

★団体の会計年度に関わらず、4/1～3/31 までの収支予算書をご記入ください。 
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★なぜ、事前着手（補助金交付日よりも前）を 

する必要があるのかを明確に記入。 

 

様式第２号（第２２条関係） 

 

令和 6 年４月１日 

豊田市長 様 

（取扱い：とよた市民活動センター） 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

令和 6 年度豊田市市民活動促進補助金交付決定前着手承認申請書 

 

 

豊田市市民活動促進補助金交付要綱第２２条第１項の規定により、豊田市市民活動促進補

助金の交付決定前着手の承認を申請します。ただし、補助対象とならなかった場合は、団体

の負担で事業を実施します。 

 

 

 

補助対象部門 はじめの一歩部門 1 年目 

補助申請内容 団体 PR のパンフレット印刷費 

交付決定前着手を 

必要とする理由 

 

５月から配布する団体 PR のパンフレットであり、 

４月にはパンフレットを印刷業者に発注しなければならな

いため。 

 

 

（申請団体） 所 在 地 豊田市若宮町１丁目５７番地１ 

 
団 体 名 市民活動の会 

 

（フリガナ） 

代表者氏名 

      ﾄﾖﾀ  ﾊﾅｺ 

会長   豊田 花子      

 
電 話 番 号 （０５６５）３６－１７３０ 

記入例 

★忘れずに記入 

★肩書忘れずに記入 
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Ｑ１：補助率２／３や１／３とは、どういう意味ですか？  

Ａ１：「補助対象経費の２／３、または１／３を補助する」ということです。  

例えば活動ステップアップ部門１年目において合計で３０万円の申請をいただい

た場合、補助金は２０万円、残りの１０万円は団体の自己負担となります。また、３

０万円支出した事実があって初めて２０万円の補助が認められますので、３０万円

分の領収書が必要となります。結果的に実績が２４万円しかかからなかった場合は、

その２／３の１６万円に補助金が減額されます。  

同様に、活動ステップアップ部門２年目であれば補助金１０万円、残りの２０万円

は団体の自己負担となります。  

Ｑ２：食糧費とはなんですか？  

Ａ２：ペットボトルのお茶や水、レストランでの食事やお弁当などは食糧費となり、

補助金の対象となりません。  

講師への謝礼は対象となりますが、講師の弁当代は対象となりませんのでご注意

ください。 

Ｑ３：交付決定前着手はいつから可能ですか？  

Ａ３：４月以降で、事前着手承認を決定した日以降なら可能です。  

３月分は対象となりません。また、審査会で申請が通らなかった場合は団体の自己

負担となりますのでご注意ください。  

Ｑ４：備品の値段がわかるものとはなんですか？   

Ａ４：見積書（コピーで可）をご提出ください。見積書がない場合は、インターネッ

ト等で調べた商品の画面を印刷したものをご提出ください。  

Ｑ５：単年度補助とはなんですか？   

Ａ５：申請年度内の対象経費に対する補助です。  

 各部門とも２年ないしは３年の補助期間がありますが、１年毎に申請書をご提出

いただき、審査を受けていただく必要があります。二次審査の公開プレゼンテーショ

ンでは、前年度の成果発表も含めて行っていただきます。  

 

（12）申請に関する Q&A 
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分野 活動内容 

１ 保健、医療又は福祉の推進を図る活動 

２ 社会教育の推進を図る活動 

３ まちづくりの推進を図る活動 

４ 観光の振興を図る活動 

５ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

６ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

７ 環境の保全を図る活動 

８ 災害救援活動 

９ 地域安全活動 

１０ 人権擁護又は平和の推進を図る活動 

１１ 国際協力の活動 

１２ 男女共同参画社会の形成の推進を図る活動 

１３ 子どもの健全育成を図る活動 

１４ 情報化社会の発展を図る活動 

１５ 科学技術の振興を図る活動 

１６ 経済活動の活性化を図る活動 

１７ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

１８ 消費者の保護を図る活動 

１９ 
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動 

２０ 
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定め

る活動 

 

 

（13）特定非営利活動促進法に掲げる分野の市民活動一覧表（参考） 
 



 

 

豊田市市民活動促進補助金  

ホームページ 

お気軽に 
ご相談ください 

とよた市民活動情報サイト 

https://www.toyota-shiminkatsudo.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田市役所 生涯活躍部 市民活躍支援課 とよた市民活動センター 

 

〒４７１－００２６  

豊田市若宮町 1 丁目５７番地１ T‐FACE A 館９階 

TEL ０５６５－３６－１７３０  

FAX ０５６５－３４－００１５ 

E-mail：tec@city.toyota.aichi.jp 

開館時間：火曜日を除く 10：00～18：00 

 


